
工　事　名　市道大久保10号線道路整備工事

質　問　事　項 回　　　　　　答

積算に使用されている市販単価の採用年月をご教示
願います。

令和元年10月を基準としている。

第44号代価表において良質土10ｔ車がございます。1
ｍ3当りの比重は1.8で宜しいでしょうか。

㎡単価で積算しているため、設計上想定していない。

第45号代価表において投棄料がございます。
積算上考えておられる処分地をご教示願います。

吹田市内として積算している。

第1号代価表の再生粒度調整砕石の単価が市販単
価等に公表されておりません。
どのように積算されているのかご教示願います。

大阪府見積単価にて積算している。

第10号代価表に歩車道境界ブロック16.65個の明記
がございます。設置に必要な労務費はどこに計上さ
れているのでしょうか。

単価に含まれているものとする。

第52号代価表に桝の材料費が計上されております。
積算に使用されている単価の根拠をご教示願いま
す。

見積とする。

第28号代価表に諸雑費が2行ございます。
1行は端数調整と考えられますが、もう1行は何かの
費用として％計上されているものでしょうか。
そうならば、対象行と％をご教示願います。

費用として％計上されているものではないため、考慮する
必要はない。
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第30号代価表に無筋Coの運搬費が計上されており
ますが、処分費が計上されていないように思われま
す。どのように考えれば宜しいでしょうか。

本工事にて処分するものとする（費用含む）。

工事施工期間内、施工する現況道路は昼夜車両通
行止めと考えてよろしいですか｡又､昼夜車両通行止
めに関して警察と協議済ですか御教示下さい｡

原則、通行止めしないものとする。
警察との協議については、契約締結後行うものとする。

施工する現況道路の車両通行止めに伴い､住民の駐
車場の確保が必要になると思われます。別途と考え
てよろしいですか御教示下さい｡

上記の考えとおりとし、施工者等の提案により通行止めを
行う場合は、請負者負担とする。

重力式擁壁(PW1)施工時､掘削が用地境界を越えて
の施工になります｡地権者と協議済ですか｡又､踏み
荒し料(借地料等)は､別途と考えてよろしいですか。
御教示下さい｡

隣地地権者には契約締結後改めて協議を行うものとする。
また、掘削した範囲については、十分転圧等を行い原状回
復とする。請負者等の提案により踏み荒らしなどを行う場
合は請負者負担とする。

代価表第45号の発生土投棄場所の名前をご教示下
さい。

吹田市内として積算している。

内訳書第14号の無筋コンクリート・石材の処分地を御
教示下さい。又石材の処分単価は見積ですか？

摂津市内として積算している。
また、石材の処分費は見積ではない。

添付資料の本工事内訳書ですが、26ページもありま
すが、この通り作成しなければなりませんか？

作成すること。


